
１　総括１　総括１　総括１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） (1) 人件費の状況（普通会計決算） (1) 人件費の状況（普通会計決算） (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２３年４月１日現在の人数である。

 (3) 特記事項 (3) 特記事項 (3) 特記事項 (3) 特記事項
     給与の臨時抑制措置の実施

給料　本庁部長・次長級　△７％、本庁課長級　△５％

給料　△２５％ 期末手当　△２０％

給料　△２０％ 期末手当　△１５％ 期末手当

給料　△２０％ 期末手当　△１５％  平成２４年１２月まで

給料　△２０％ 期末手当　△１５％

報酬　△５％

（注）　抑制措置の内容は、２４年１１月１日現在のものである。

 (4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） (4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） (4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） (4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。
    　　　２  「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置が無い
　　　　　　とした場合の値である。

107,345,998

　　　　　　　　　　　％

23.1

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

　　　　　　％

23.1

抑　制　措　置　の　内　容

給料　平成２５年４月まで

２２年度の人件費率

人 件 費 率人 件 費

11,230,073

（千円）

実　施　期　間

平成26年10月まで

1,086,018

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住 民 基 本 台 帳 人 口

　　　　　（２３年度末）

秋田県の給与・定員管理等について

（参考）

計　　　Ｂ

給　　　　与　　　　費

3,634,108 151,131,049

２３年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円人　

一　　　般　　　職

実 質 収 支

　　　　　　Ｂ

区分

654,637,300

職員数（人）

給　 料

教      育      長

議               員

（千円）２３年度

平成２７年４月まで

知　　　　　　　 事

副　　　知　　　事

常勤の監査委員

（千円）

　　　　　　Ａ 職員手当

（千円）

15,341 71,020,123 25,095,802

（人）

期末・勤勉手当

（参考）
都 道 府 県 平 均
一人当たり給与費

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ

6,997

（千円） （千円）

7,107

　　　　一般　△３％、主事・技師級　△１．５％

(H19)

100.8
(H19)

99.6

(H24)

110.4 (H24)

107.5

（H24)

※参考値

102.0
（H24)

※参考値

99.3

90

95

100

105

110

115

秋田県 都道府県平均
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(5) 給与改定の状況(5) 給与改定の状況(5) 給与改定の状況(5) 給与改定の状況
　①月例給　①月例給　①月例給　①月例給

(参考)

Ａ Ｂ

円

( ％)

(注)「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した

平均給与月額である。

　②特別給　②特別給　②特別給　②特別給

(参考)

Ａ

(注)「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末

手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

２　一般行政職給料表の状況（２４年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（２４年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（２４年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（２４年４月１日現在）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

うち用務員 歳 人 円 円 円

うち守衛 歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円

歳 円 円 歳 円

うち用務員 歳 円 円 歳 円

うち守衛 歳 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

円 円

うち用務員 円 円

うち守衛 円 円

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成２１年～２３年の３ヶ年平均）

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※ 年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

※ 「－」は、数値が公表されていないものである。

372,906(401,789)

377,603

円 円円 円 円

304,944(329,917)

344,252 378,659

円

円 円 円 円388,300

円

平均給与月額
平均年齢

７級

261,900 289,200

９級

円 円 円 円

４級 ８級

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

円

１級

円 円

243,700

135,600

６級

(国ベース)

円 改定なし

月

円

年間支給月数

月

人事委員会の勧告

平均給料月額

５級

国

秋田県

２４年度

２４年度

43.3

公務員の支給月数

Ｂ

3.95

区　　分

国の改定率

区　　分 民間の支給割合

改定なし

(改定率)

区　　分 民間給与 勧告

Ａ－Ｂ

420,960

1.98

2.46

－

353,053

393,254

336,945

270,465(285,030)

－

335,656

－

408,308

月

公　務　員

43.5

42.8

２級 ３級

3.95月

－

－

秋田県

うち自動車運転手

うち自動車運転手

秋田県

国

都道府県平均

区　　分

うち自動車運転手

56.2

48.4

48.6

48.2

公務員（C)

50.2

参　　考

年収ベース(試算値)の比較

48.5

49.7

325,866

335,250

389,758

民　　間

平均給与月額

（Ｂ）
平均年齢

(国ベース)

－

376,074

307,506(323,181)

－

5,931,783

5,621,237

6,191,382

Ｃ／Ｄ

2,410,200

－

313,128(329,254)

平均年齢 平均給料月額
平均給与月額

48.7

参　考

335 329,631

平均給与月額

（Ａ）

平均給与月額

区　　分

都道府県平均

－

－

Ａ／Ｂ

－

自家用乗用自動車運転者

－

－ －

－

－

－

54.7

－

58.2

236,200

－

176,900

1.66

－

対応する民間

の類似職種

用務員

守衛

－ －

自家用乗用自動車運転者

－用務員

△ 298

△ 0.08

国の年間

支給月数

3.95 月

2.14

－

53.5 206,600

57.5 238,300

55.9 256,000 －

守衛47.3 253,198(267,074)

413,000

478,200456,200

－

333,067

352,967

362,126

348,459

356,158

322,991(340,454)

278,412(291,720)

277,717(293,830)

251,843(264,457)

366,292

464,600

537,700

222,900

354,700

185,800

307,800 400,600

320,600

422,600

366,200

3.94

388,416

給与改定率

改定なし

較差

人事委員会の勧告

公務員給与

較差

Ａ－Ｂ

－

－

△ 0.01

勧告

(改定月数)

改定なし

職員数

－

378,379

－

461

388,714

民間（D)

－

3,120,200

115

127

4

3,479

  2



　　　　③高等（特殊・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　　④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　　⑤警 察 職

歳 円 円 円

歳 297,622(316,195)円 円

歳 円 円 円

（注）　１　　「平均給料月額」とは、24年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
     　  ２　　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

(2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）(2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）(2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）(2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）

円 円

円 円

円

円

円

円 円

円 円

（注）　　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

－ － 円

－ － 円

円 円 円

－ － －

円 円 円

－ － －

円 円 円

円 円 円

140,100

137,200

192,800

国

－

－

163,987(172,200)

133,418(140,100)

秋　　　　田　　　　県

172,200

－

－

－

192,800

－

－

－

－

高　校　卒

経 験 年 数 １ ０ 年

384,15244.8

平 均 年 齢

190,460(200,000)

平均給与月額

平均給与月額

　３　 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、給与改定特例法

平均給料月額

332,000

高　校　卒

361,100317,000

260,300

271,000

大　学　卒

364,000

警　察　職

高　校　卒

大　学　卒

教 育 職

中　学　卒

高　校　卒

小・中学校

一般行政職

高　校　卒

大　学　卒

197,200

高　校　卒

経 験 年 数 １ ５ 年

高　校　卒

369,500

経 験 年 数 ２ ０ 年

397,100

348,100

高等学校

教育職

大　学　卒

高　校　卒

教 育 職

298,700

403,900

330,600

中　学　卒

大　学　卒

区　　　         分

大　学　卒 369,500

220,100

158,100

高等学校

大　学　卒

251,600 333,900291,900

技能労務職

314,400

    による措置がないとした場合の値（減額前）である。

－

大　学　卒

警　察　職

254,700

技能労務職

286,500

462,861

区　　　分

秋田県 47.2 405,509

区分 平均年齢

教育職

423,923370,304

都道府県平均

区分

43.7 389,578

都道府県平均 43.8

444,582

433,542

平 均 年 齢

平均給料月額

441,525

平均給料月額

秋田県

区分

　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

高　校　卒

小・中学校

    の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

高　校　卒

一般行政職

平均給与月額 平均給与月額

(国ベース)

429,036

41.2

354,529

367,205

346,716(367,421)

　　　 また、「平均給与月額(国ベース)」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等

327,557

322,203

153,797(161,500)

39.9

国

秋田県

都道府県 39.3
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４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）

（注）　１　秋田県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

        ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

(2) 昇給への勤務成績の反映状況(2) 昇給への勤務成績の反映状況(2) 昇給への勤務成績の反映状況(2) 昇給への勤務成績の反映状況

９　　級
19

８　　級 次長
　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

部長

47

　　　　　　　　％

区　　分

６　　級

標準的な職務内容

５　　級 主幹・副主幹

７　　級

　　　　　　　　人

8.3

17.3

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

　平成１６年度から人事評価制度（業績評価・能力評価）を導入しており、本庁課長級以上の職員について
は人事評価結果に基づき昇給区分を決定し、その他の職員については所属長からの勤務成績報告に基づ
き、昇給を実施している。

949

28.8

24.9

　　　　　　　　％
10.1

　　　　　　　　人

38
　　　　　　　　人

職員数

386

　　　　　　　　人

課長・主幹

課長

構成比

　　　　　　　　％
1.0

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

３　　級

1,097

１　　級 主事・技師
8.0

　　　　　　　　人
主事・技師

304

315
２　　級

　　　　　　　　％
658

主査・主任

副主幹・主査４　　級

0.5

1.2

１級 8.0% １級 6.3% １級 4.4%

２級 8.3% ２級 9.1%
２級 15.8%

３級 17.3% ３級 19.4%

３級 20.5%

４級 28.8% ４級 26.2% ４級 18.2%

５級 24.9% ５級 24.8%
５級 25.2%

６級 10.1% ６級 11.3% ６級 12.3%

７級 1.0% ７級 1.1% ７級 1.7%
８級 1.2% ８級 1.2% ８級 1.5%

９級 0.5% ９級 0.5% ９級 0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成24年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当

千円　

（２３年度支給割合） （２３年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算５～２０％、管理職加算１５～２５％ 役職加算５～２０％、管理職加算１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(2) 退職手当（２４年４月１日現在）(2) 退職手当（２４年４月１日現在）(2) 退職手当（２４年４月１日現在）(2) 退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（２４年４月１日現在）(3) 地域手当（２４年４月１日現在）(3) 地域手当（２４年４月１日現在）(3) 地域手当（２４年４月１日現在）

千円

千円

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

％ ％

（注）　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定

　　　した場合の加重平均の支給率である。

1

宮城県仙台市

12愛知県名古屋市

3宮城県多賀城市

2.60

59.28

6

1

2

18

15

124

10

2

23.50 30.55

18

47.50

千円

支給率

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　　　勧奨・定年

23.50

(1.45)

1.35

59.28

国の制度（支給率）

59.28

33.50

39,315

30.55

41.34

国

10

8.82

6

支給対象職員数

27

756,057

大阪府大阪市

10

静岡県裾野市 10

福岡県福岡市

定年前早期退職特例措置
２％～２０％加算

33.50

47.50

2

東京都特別区

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

支給対象地域

支給実績（２３年度決算）

59.28

6,776

41.34

(0.65) (1.425) (0.65) 

2.575 1.35

１人当たり平均支給額（２３年度）
－

秋　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　　　　県

　平成１６年度から人事評価制度（業績評価・能力評価）を導入しており、本庁課長級以上の職員について
は人事評価結果に基づき成績率を決定し、その他の職員については懲戒処分を受けた者を下位区分の成
績率としている。

1,658

秋　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　　　　県

15

国

59.28

その他（医師）

平　均　支　給　率

3

15

15

定年前早期退職特例措置
２％～２０％加算

59.28

26,485

8.85

18

広島県府中町 1 6 3
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 (4) 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

道路運送車両法施行規
則に規定する整備管理
者業務

大雪警報下での除雪作
業

農用機械機具の操作

５０羽以上の鶏のと殺処
分

地域振興局建設部の現業職員

地域振興局建設部の現業職員

漁業取締業務等

精神保健に関する指導
業務等

潜水作業等

職業訓練業務

講師業務

用地交渉業務

異なる課程の授業等

豪雨時の応急作業等

交通が遮断されていな
い道路上で行う道路の
維持修繕作業等

教育に関する指導助言
等

特殊自動車の運転

１日560円等犯罪捜査等

回転翼航空機の操縦等

麻薬取締業務手当 麻薬取締員

保健師等

特殊現場作業手当

地域振興局建設部の職員等

水産振興センターの職員等

種雄家畜取扱等作業手当

公害防止業務手当 保健所の職員等

保健所の職員等

１日200円

１時間1,900円～5,100円

１時間310円～1,500円

１日350円～840円

給料月額の１０％

１日650円～1,000円

１日300円

支給実績（２３年度決算）

県税業務手当

家畜保健衛生手当

病害虫防除手当 病害虫防除所の職員

家畜保健衛生所の獣医師

有害薬剤等取扱手当

地域振興局建設部の職員等

防疫等業務手当

麻薬取締業務

地域振興局建設部の職員等

地域振興局建設部の現業職員で
道路運送車両法に規定する整備
管理者である職員

用地交渉等手当

１日290円～350円
又は１月12,500円

１日280円～320円

１日290円

1日850円～1,000円

感染症の病原体に汚染
されたものの処理作業等

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

816,989

左記職員に対する支給単価

１日220円～450円

１日650円～1,000円
又は１月11,800円

27

40.4

主な支給対象業務

１日850円～1,000円

１日280円精神保健業務手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度）

手当の名称 主な支給対象職員

社会福祉業務手当

131,666

１月12,500円

１日230円

税務課及び総合県税事務所の職
員

手当の種類（手当数）

県税の賦課、徴収、滞納
処分等

給料月額の８％植物防疫法の業務

教育職員以外の職員

畜産試験場の職員等

職業訓練手当

災害応急作業等手当

学校職員

特殊自動車運転手当

研究機関の職員等

農用機械機具操作手当

地域振興局建設部の職員等

講師手当

航空手当

除雪作業手当

学校職員手当

警察職員手当 警察職員

研究機関等の現業職員

廃鶏処理作業手当

１月5,000円

１回280円

１日280円

船員等

技術専門校の職業訓練指導員

１日290円

１時間400円

１時間700円等

１日550円

道路上作業手当

畜産試験場の現業職員

教育業務連絡指導手当 県立学校の教務主任等

警察職員等

公用自動車整備管理業務
手当

有害薬剤の取扱作業等

高所における作業等

乗船作業手当

福祉事務所の職員等

家畜保健衛生所法の業
務

社会福祉に関する指導
監督等

ばい煙、汚水の調査等

潜水手当

自然交配、精液採取作
業等

１日280円
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 (5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6) その他の手当（２４年４月１日現在）(6) その他の手当（２４年４月１日現在）(6) その他の手当（２４年４月１日現在）(6) その他の手当（２４年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

132,451

434

387,906

152,249

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算）

50,426

国の制度
では獣医
師への支
給はない。

平均支給年額

237,9041,967,703

本県の地
理的事情を
考慮して交
通用具使
用者に係る
限度額が
異なる。

支給職員１人当たり

748,200

（２３年度決算）

320,978

337,897

2,017,033

596,420

139,893

1,074,749

異なる内容
国の制度と国の制度

との異同

生活の著しく不便な地に
所在する公署に勤務する
職員に支給。（月額：給料
及び扶養手当の月額の
合計額×25/100以下）

同

1,930,981

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

休日勤務手当

支給実績（２３年度決算）

462

1,930,305

夜間勤務手当

同

同

同

1,688,886

106,738

11,658特地勤務手当

正規の勤務時間として、午後
１０時から翌日の午前５時まで
の間に勤務することを命ぜら
れ勤務した職員に支給。（１
時間：勤務１時間当たりの給
与額×25/100）

休日に勤務することを命ぜら
れ勤務した職員に支給。（１
時間：勤務１時間当たりの給
与額×135/100）

312,626

医師、歯科医師若しくは
獣医師として採用された
職員に支給。（医師、歯科
医師：月額410,900円以
下、獣医師：月額30,000
円以下）

異

通勤手当

同

管理職手当

支給実績（２２年度決算）

管理又は監督の地位にあ
る職員に支給。（定額）

初任給調整手当

（２３年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支
給。（月額：配偶者13,000
円、その他の者１人当たり
6,500円～11,000円）

同

異動等に伴い、住居を移転
し、やむを得ず配偶者と別
居することとなった職員に支
給。（月額23,000円、交通
距離により加算あり）

住居手当

単身赴任手当

支給実績

異

賃貸住宅に居住する職員
に支給。（月額27,000円
以下）

手　当　名

通勤のために交通機関を
利用し、又は交通用具等
を使用している職員に支
給。（月額：交通機関利用
者55,000円以下、交通用
具使用者38,100円以下）

同

内容及び支給単価

376,067
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

６　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）

円 ( 円)

円 ( 円)

円 ( 円)

円 ( 円)

円 ( 円)

　　（２３年度支給割合）

月分

　　（２３年度支給割合）

月分

　　（算定方式） (１期の手当額） 　（支給時期）

1,210,000円×在職月数×０．７

　930,000円×在職月数×０．４５

(注) １　給料及び報酬の(　)内は、減額措置を行う前の金額である。

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期(４年＝４８月)勤めた場合における

退職手当の見込額である。

寒冷地手当

期
末
手
当

議 員

2.925

930,000

341,809

給
料

968,000

義務教育諸学校等に勤
務する教育職員に支給。
（月額：8,000円以内）

副 知 事

631,275 75,232

給　料　月　額　等

910,000

198,818

2.925

‐

産業教育手当

383,436
宿直又は日直勤務を命ぜら
れ勤務した職員に支給。（勤
務１回4,200円～7,200円）

議 長

国では由利
本荘市の一
部、男鹿市
及びにかほ
市を支給地
域から除外し
ているが、本
県では全県
を支給地域と
している。

741,000

副 知 事 790,500

知 事 1,210,000

副 議 長

864,500

810,000

区 分

280,046

73,265

71,821

252,637

宿日直手当

農林漁業普及指導
手当

44,777

義務教育等教員
特別手当

副 議 長

報
酬

国に制度
無し

‐

258,380

780,000

任期毎

769,500

１１月から翌年３月までの
間現に支給地域に在勤
する職員に支給。（月額：
7,360円～17,800円）

高等学校の農業、工業等
産業教育に従事する教諭
及び実習助手に支給。
（月額：給料月額×5/100
以下）

定時制教育及び通信制
教育に従事する教育職員
に支給。（月額：給料月額
×5/100以下）

国に制度
無し

‐

国に制度
無し

1,067,687

知 事

知 事

定時制通信教育手当

農業、農村生活、林業又
は水産業に関する技術及
び知識を普及指導するこ
とを職務とする職員に支
給。（月額：給料月額×
8/100）

異

国に制度
無し

‐ 27,445

40,656,000円

任期毎

同
管理職員特別勤務

手当

管理職手当適用職員等
が週休日又は休日等に
勤務した場合に支給。（勤
務１回12,000円以下）

同

議 長

議 員

20,088,000円副 知 事

退
職
手
当

6,561
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７　職員数の状況７　職員数の状況７　職員数の状況７　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年４月１日現在）

計

児童生徒数減に伴う減少等

欠員の不補充

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（２４年４月１日現在）(2) 年齢別職員構成の状況（２４年４月１日現在）(2) 年齢別職員構成の状況（２４年４月１日現在）(2) 年齢別職員構成の状況（２４年４月１日現在）

　

下水道

-50

52歳

小　計

98

60歳

～

55歳51歳35歳

人

48歳

計

～

2,010

101

56歳

3,524

その他

[ -144 ］

59歳

人

15,236

人 人

56

32 22

9

病院

8

一
般
行
政
部
門

-3

15,107

1

区　分

27歳

[ 16,706 ］

24歳20歳

～

未満

～

23歳

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

-247

-12

合　　計

対前年
増減数平成２３年

主な増減理由

3,474

-176

小　計

事務の統廃合・縮小等

　　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成２４年

教育部門

警察部門

-50

9,333

3,524

3,474

-10

31歳

～

47歳

20歳 28歳

129

2,101

～

32歳

人

1,078

人

～

人

～

712

（単位：人）

職 員 数

15,483

141

-235

2,300 -9

44歳

43歳39歳

40歳36歳

県立病院機構への派遣職員の減少

15,236

336

以上

人

1,584550

人

2,315

人人

1,941 2,472

人

事務の統廃合・縮小等

(参考：人口１０万人当たり職員数　326人)

2,309

15,342
～

[ 16,562 ］

普
通
会
計
部
門

9,509

職員数
人

81

～

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成比

%
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(3) 職員数の推移(3) 職員数の推移(3) 職員数の推移(3) 職員数の推移

（単位：人）

（注）　　　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

9,97610,242

▲1  （0%）

3,474

教育

警察

消防

3,638

2,301 2,3292,307

総合計

１９年 ２０年

普通会計計

　　　　　　　区　　分

部　　門

一般行政

16,789

公営企業等会計計

4,139 3,931

▲442  （▲77.4%）

２２年 ２３年

9,651

▲665  （▲16.1%）

▲909  （▲8.9%）

▲2,017  （▲11.7%）

3,815

2,309

▲1,575  （▲9.4%）15,342 15,107

2,300

過去５年間
の増減数（率）

２４年

15,23615,483

2,313

151

3,524

9,333

15,75316,124

169

17,253

571 575

15,602

141 129

16,682 16,214 15,955

9,509

２１年

9,811
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